
1

（
自
動
車
の
基
準
に
関
す
る
日
本
側
書
簡
）

（
訳
文
）

【

】
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
附
属
書
二

－

Ｄ
に
添
付
さ
れ
る
自
動
車
の
貿
易
に
関
す
る
日
本
国
と

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
付
録
第
三
条
に
関
す
る
日
本
国
政
府
の
認
識
を
通
報
す
る
こ
と
を
喜
ば
し
く
思
い
ま
す
。

日
本
国
の
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
当
該
付
録

第
三
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
二
千
十
五
年
四
月
一
日
時
点
で
特
定
し
た
安
全
規
則
の
要
件
に
関
し
、
日
本
国
の
権
限
の
あ

る
当
局
で
あ
る
国
土
交
通
省
が
対
応
す
る
同
法
に
基
づ
く
要
件
よ
り
も
緩
や
か
な
も
の
で
な
い
と
認
め
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の

連
邦
自
動
車
安
全
基
準
に
基
づ
く
要
件
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

１

前
面
衝
突
（
フ
ル
ラ
ッ
プ
）
（
Ｆ
Ｍ
Ｖ
Ｓ
Ｓ
二
〇
八
）

２

後
面
衝
突
（
Ｆ
Ｍ
Ｖ
Ｓ
Ｓ
三
〇
一
）

３

内
装
材
料
の
難
燃
性
（
Ｆ
Ｍ
Ｖ
Ｓ
Ｓ
三
〇
二
）

４

番
号
灯
（
Ｆ
Ｍ
Ｖ
Ｓ
Ｓ
一
〇
八
）

暫定仮訳
（平成２７年１２月末時点の法的精査の最終段階にある条文案に基づき作成されたもの）



2

５

車
室
内
後
写
鏡
の
衝
撃
緩
和
（
Ｆ
Ｍ
Ｖ
Ｓ
Ｓ
一
一
一
）

６

乗
用
車
等
の
風
防
ガ
ラ
ス
用
窓
ふ
き
器
及
び
洗
浄
液
噴
射
装
置
（
Ｆ
Ｍ
Ｖ
Ｓ
Ｓ
一
〇
四
）

７

風
防
ガ
ラ
ス
用
防
霜
・
防
曇
装
置
（
Ｆ
Ｍ
Ｖ
Ｓ
Ｓ
一
〇
三
）

暫定仮訳
（平成２７年１２月末時点の法的精査の最終段階にある条文案に基づき作成されたもの）


